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廃
車
の
手
続
き
は
お
早
め
に

　

軽
自
動
車
や

二
輪
車
な
ど

は
、
4
月
1
日

を
基
準
日
と
し

て
軽
自
動
車
税

が
か
か
り
ま

す
。
廃
車（
登

録
を
抹
消
）す

る
場
合
は
、
基

準
日
前
ま
で
に
市
民
税
課（
本
庁
舎
2
階
）

で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

■�

原
動
機
付
自
転
車（
1
2
5
㏄
以
下
）・

小
型
特
殊
自
動
車

持�

ち
物
…
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
・
印
鑑
・

標
識
交
付
証
明
書

　

な
お
、
次
の
車
種
は
各
窓
口
で
手
続
き

し
て
く
だ
さ
い
。

● 

二
輪
の
軽
自
動
車（
1
2
5
㏄
を
超
え

2
5
0
㏄
以
下
）・
二
輪
の
小
型
自
動

車（
2
5
0
㏄
を
超
え
る
）＝
関
東
運
輸

局
埼
玉
運
輸
支
局
所
沢
自
動
車
検
査
登

録
事
務
所（
所
沢
市
牛
沼
6
8
8
‐
1
）

L
0
5
0
‐
5
5
4
0
‐
2
0
2
9

● 

軽
自
動
車（
三
輪
・
四
輪
）＝
軽
自
動
車

検
査
協
会
埼
玉
事
務
所
所
沢
支
所（
三

芳
町
北
永
井
3
6
0
‐
3
）
L
2
5
8

　

‐
8
0
1
1

事
業
所
税
の
申
告
を
忘
れ
ず
に

　

事
業
所
税
と
は
、
都
市
環
境
の
整
備
・

改
善
に
充
て
ら
れ
る
目
的
税
で
す
。
事
業

を
行
う
法
人
・
個
人
で
、
市
内
の
事
業
所

な
ど
の
床
面
積
が
1
0
0
0
㎡
を
超
え
る

場
合
、
ま
た
は
市
内
の
事
業
所
の
従
業
者

数
が
1
0
0
人
を
超
え
る
場
合
は
、
申

告
納
税
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
床
面
積
が
8
0
0
㎡
を
超
え

1
0
0
0
㎡
以
下
の
場
合
、
ま
た
は
市
内

に
あ
る
事
業
所
の
従
業
者
数
が
80
人
を
超

え
1
0
0
人
以
下
の
場
合
は
課
税
さ
れ

ま
せ
ん
が
、
申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
事
業
所
用
家
屋
の
貸
し
付
け
を

し
て
い
る
賃
貸
人
の
方
は
、「
事
業
所
用

家
屋
貸
付（
異
動
）申
告
書
」
の
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

地
球
温
暖
化
対
策
年
次
報
告
書

に
対
す
る
意
見
の
募
集

環
境
政
策
課
L
2
2
4
‐
5
8
6
6

O
2
2
5
‐
9
8
0
0

　

市
で
は
「
地
球
温
暖
化
対
策
地
域
推
進

計
画
」
の
進
ち
ょ
く
状
況
を
、
年
次
報
告

書
と
し
て
公
表
し
て
い
ま
す
。
事
業
の
推

進
と
計
画
の
見
直
し
に
反
映
さ
せ
る
た

め
、
同
報
告
書
に
対
す
る
市
民
の
皆
さ
ん

か
ら
の
意
見
や
提
案
を
募
集
し
ま
す
。

閲�

覧
・
募
集
期
間
…
3
月
3
日
㈪
～
31
日

㈪
閲�

覧
場
所
…
環
境
政
策
課（
本
庁
舎
5

階
）・
出
張
所
・
公
民
館
・
図
書
館

対�

象
…
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

意�

見
の
提
出
方
法
…
閲
覧
場
所
で
配
布
す

る
意
見
様
式
に
必
要
事
項
を
明
記
し
、

〒
3
5
0
‐
8
6
0
1
川
越
市
役
所

環
境
政
策
課（
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
可
）

＊
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
、
閲
覧
・
意

見
の
提
出
が
で
き
ま
す
。

意
見
の
取
り
扱
い

　

提
出
さ
れ
た
意
見
お
よ
び
意
見
に
対
す

る
回
答
は
、
次
年
度
の
年
次
報
告
書
に
て

公
表
し
ま
す
。
ま
た
、
個
人
情
報
は
公
表

し
ま
せ
ん
。

国
民
年
金
受
給
者
・
加
入
者
が

亡
く
な
っ
た
ら

市
民
課
L
2
2
4
‐
5
7
6
4

　

手
続
き
ご
と
に
受
付
場
所
が
異
な
り
ま

す
。
市
民
課（
本
庁
舎
1
階
）・
ね
ん
き
ん

ダ
イ
ヤ
ル
（
L
0
5
7
0
‐
0　
5
‐

1
1
6
5
）に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
が
亡
く
な

っ
た
場
合

　
「
国
民
年
金
受
給
権
者
死
亡
届
」
の
提

出
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
死
亡
月
ま
で
の

年
金
の
未
支
給
分
は
、
受
給
者
と
生
計
を

同
じ
く
し
て
い
た
遺
族
に
支
給
さ
れ
ま

す
。「
未
支
給
年
金（
保
険
給
付
）請
求
書
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
の
加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合

　

遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合

で
も
、
寡
婦
年
金
や
死
亡
一
時
金
を
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
寡
婦
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合

要�

件
…
第
1
号
被
保
険
者（
自
営
業
者
な

ど
）と
し
て
の
保
険
料
納
付
済
み
期
間

と
保
険
料
免
除
期
間
の
合
計
が
25
年
以

上
あ
る
夫
が
、
年
金
を
受
給
し
な
い
ま

ま
死
亡
し
た
場
合

対�

象
…
要
件
を
満
た
す
夫
と
10
年
以
上
婚

姻
期
間
が
あ
っ
た
妻

支�

給
期
間
…
妻
が
60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る

ま
で
の
最
長
5
年
間

■
死
亡
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合

要�

件
…
第
1
号
被
保
険
者
と
し
て
3
年
以

上
保
険
料
を
納
付
し
た
方
が
、
年
金
を

受
給
し
な
い
ま
ま
死
亡
し
た
場
合

対�

象
…
要
件
を
満
た
す
方
と
生
計
を
同
じ

く
し
て
い
た
遺
族

都
市
計
画
道
路
等
の
区
域
内
に

お
け
る
建
築
許
可
の
見
直
し

都
市
計
画
課
L
2
2
4
‐
5
9
4
5

　

都
市
計
画
道
路
の
優
先
整
備
路
線
の
選

定
に
併
せ
、
4
月
1
日
か
ら
、
優
先
整
備

路
線
以
外
の
都
市
計
画
道
路
等
の
区
域
内

に
お
い
て
建
物
を
建
築
す
る
場
合
の
建
築

許
可
の
基
準
を
、
現
在
の
2
階
以
下
か
ら

3
階
以
下
に
見
直
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
都
市
計
画
課（
本
庁
舎
5

階
）へ
お
尋
ね
下
さ
い
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
も
確
認
で
き
ま
す
。
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重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
支
給

制
度
に
つ
い
て

医
療
助
成
課
L
2
2
4
‐
6
1
9
5

　

身
体
障
害
者
手
帳
1
～
4
級（
4
級
は

本
人
の
市
区
町
村
民
税
が
非
課
税
の
方
）、

療
育
手
帳
Ⓐ
・
Ａ
・
Ｂ
所
持
者
ま
た
は
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
よ
る
障
害
認

定
者
な
ど
を
対
象
に
、
保
険
診
療
に
よ
る

一
部
負
担
金
な
ど
の
医
療
費
を
助
成
し
て

い
ま
す
。

　

助
成
に
は
、
受
給
資
格
の
登
録
が
必
要

で
す
。
ま
だ
登
録
を
し
て
い
な
い
方
は
、

障
害
の
程
度
を
証
明
す
る
も
の
（
身
体
障

害
者
手
帳
な
ど
）・
健
康
保
険
証
・
振
込

先
口
座
の
分
か
る
も
の
・
印
鑑
を
持
参
し
、

医
療
助
成
課（
本
庁
舎
2
階
）で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。
身
体
障
害
者
手
帳
4
級

で
、
市
が
課
税
状
況
を
確
認
で
き
な
い
方

は
、
当
時
住
民
登
録
を
し
て
い
た
自
治
体

の（
非
）課
税
証
明
書
が
必
要
で
す
。

　

支
払
っ
た
一
部
負
担
金
の
助
成
を
受
け

る
に
は
、
川
越
市
重
度
心
身
障
害
者
医
療

費
支
給
申
請
書
・
領
収
書
の
原
本
を
、
医

療
助
成
課
・
出
張
所
・
連
絡
所
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い（
郵
送
可
。
郵
送
の
場
合
は
、

〒
3
5
0
‐
8
6
0
1
川
越
市
役
所
医

療
助
成
課
）。
申
請
書
は
、
申
請
先
で
配

布
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
医
療
機
関
の
窓

口
で
一
部
負
担
金
を
支
払
っ
た
場
合
は
、

支
払
日
か
ら
5
年
経
過
す
る
と
助
成
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

中
小
企
業
向
け
融
資

産
業
振
興
課
L
2
2
4
‐
5
9
3
4

　

市
内
の
中
小
企
業
の
経
営
の
安
定
や
設

備
の
充
実
等
を

図
る
た
め
、
低

利
の
融
資
制
度

を
設
け
て
い
ま

す
。
一
部
対
象

と
な
ら
な
い
業

種
が
あ
り
ま
す

の
で
、
事
前
に

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
し
込
み
に
は
、
取
扱
金
融
機
関
の
事

前
調
査
が
必
要
で
す
。

①�

特
別
小
口
無
担
保
無
保
証
人
融
資
・
中

小
企
業
一
般
貸
付
融
資

　

限
度
額
1
2
5
0
万
円
以
内
。

②
中
小
企
業
中
口
事
業
資
金
融
資

　

限
度
額
3
0
0
0
万
円
以
内
。

③
中
小
企
業
認
証
等
取
得
資
金
融
資

　

Ｉ
Ｓ
Ｏ
な
ど
の
認
証
取
得
資
金
が
必
要

な
事
業
主
。

④
新
規
創
業
者
支
援
資
金
融
資

　

市
内
で
創
業
し
よ
う
と
す
る
方
。

⑤
法
人
経
営
強
化
資
金
融
資

　

ス
ピ
ー
ド
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
な
法
人
事

業
主
。

⑥
小
規
模
企
業
者
セ
ー
フ
テ
ィ
融
資

　

限
度
額
5
0
0
万
円
以
内
。

　平成27年春のオープンに向けて工事が進む、

西部地域振興ふれあい拠点の街区愛称を募集した

ところ、1,223点の応募がありました。たくさん

のご応募、ありがとうございました。

提案者

　千
ち

原
はら

由
ゆ

美
み

子
こ

さん（神戸市）

愛称の説明

　ウェスト（西）とスタートを組み合わせた造語。

埼玉県西部地域の振興・活動・にぎわいの拠点と

なるよう、明るい響きを考え、「ウェスタ川越」

としました。

西部地域振興ふれあい拠点の
街区愛称が決定！

「ウェスタ川越」愛称は

文化芸術振興課L224ー6157

〜ひとくち情報〜　ミニ・インフォメーション　〜ひとくち情報〜
●平成25年分の所得税・贈与税の申告はお早めに　川越税務署L235－9411
　�申告期限の3月17日㈪間近は混み合います。早めに申告しましょう。記載済みの申告書は、必要書類と一緒に郵送できます。
●消費税率の引き上げについて　川越税務署L235－9411
　消費税率（国・地方）が4月1日から8％に引き上げられます。引き上げ分の消費税収入は、社会保障の充実および安定化の財
源となります。消費税法の改正内容については、国税庁ホームページの「消費税法改正のお知らせ」をご確認ください。

　昭和47年に建設した市役所本庁舎は、旧耐震基準

で設計され、耐震診断の結果、強度が不足しているこ

とが判明しました。このため、2月下旬から平成27

年10月までの予定で耐震改修工事を行っています。

　工事期間中、窓口業務は通常通り行いますが、出入

り口や通路、駐車場の使用が一部制限される場合があ

ります。工事の詳細は、今後、広報川越・市ホームペ

ージでお知らせする予定です。

　なお、来庁の際は、なるべく公共交通機関をご利用

ください。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力

をお願いします。

市役所本庁舎の
耐震工事が始まりました

管財課L224ー5633

～窓口業務は通常どおり行います～
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市
政
に
ゅ
う
す

　

市
で
は
、
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
環
境

づ
く
り
を
支
援
す
る
た
め
、
子
育
て
支
援
サ
ー

ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

よ
り
利
用
し
や
す
く
す
る
た
め
事
業
の
制
度

改
正
を
行
い
、
4
月
1
日
利
用
分
か
ら
、
利
用

方
法
等
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

病
児
・
病
後
児
保
育

　

病
気
ま
た
は
病
気
回
復
期
の
子
ど
も
を
、
育

児
サ
ポ
ー
ト　

ア
イ
ア
イ
（
古
谷
上
・
愛
和
病

院
内
L
2
3
5
‐
8
9
2
6
）、
み
つ
い
キ
ッ

ズ
ケ
ア
（
松
江
町
一
丁
目
・
三
井
病
院
南
側

L
2
9
0
‐
5
5
5
1
）で
一
時
的
に
預
か
り

ま
す
。

改�

正
点
…
同
課
で
の
事
前
登
録
が
不
要
と
な

り
、
施
設
へ
直
接
申
し
込
み

改�

正
後
の
利
用
方
法
…
①
施
設
へ
電
話
で
仮
予

約
、
②
医
療
機
関
を
受
診
し
診
療
情
報
提
供

書
の
記
載
を
依
頼
、
③
施
設
へ
本
予
約
し
、

申
込
書
・
診
療
情
報
提
供
書
等
を
施
設
に
提

出
、
④
施
設
に
利
用
料
を
支
払
い

＊
利
用
の
手
引
き
・
診
療
情
報
提
供
書
・
申
込

書
は
、
同
課
、
保
育
園
、
幼
稚
園
、
学
童
保
育

室
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

　

地
域
で
子
育
て
の
援
助
を
し
た
い
方（
提
供

会
員
）と
子
育
て
の
援
助
を
し
て
も
ら
い
た
い

方（
依
頼
会
員
）を
会
員
と
し
、
保
育
園
な
ど
へ

の
送
迎
や
帰
宅
後
の
預
か
り
な
ど
の
支
援
を
し

て
い
ま
す（
宿
泊
は
で
き
ま
せ
ん
）。

改�

正
点
…
利
用
料
金
の
減
額
▼
提
供
会
員
・
依

頼
会
員
の
合
意
が
あ
れ
ば
、
提
供
会
員
に
よ

る
車
を
利
用
し
た
援
助
活
動
が
可
能

改�

正
後
の
利
用
料
金
…
平
日
午
前
7
時
～
午
後

7
時
＝
1
時
間
7
0
0
円（
1
時
間
を
越
え
る

場
合
、
30
分
ご
と
に
3
5
0
円
）▼
土
・
日
曜

日
、
祝
日
、
年
末
年
始
、
右
記
以
外
の
時
間

帯
＝
1
時
間
8
0
0
円（
1
時
間
を
越
え
る
場

合
、
30
分
ご
と
に
4
0
0
円
）▼
送
迎
に
車
を

使
っ
た
場
合
＝
1
回
1
0
0
円

＊
2
人
目
以
降
は
減
額
制
度
が
あ
り
ま
す
。

＊
実
費
等
の
支
払
い
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま

す
。

利�

用
方
法
…
川
越
市
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
L
2
2
5
‐
3
8
2
8
（
総
合
福

祉
セ
ン
タ
ー
オ
ア
シ
ス
内
）に
直
接
申
し
込
み

子
ど
も
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
／
子
ど
も
シ
ョ

ー
ト
ス
テ
イ

　

保
護
者
が
就
労
や
学
校
行
事
、
冠
婚
葬
祭
、

疾
病
等
に
よ
り
養
育
が
で
き
な
い
場
合
に
、
ひ

ま
わ
り
ル
ー
ム
（
笠
幡
・
埼
玉
育
児
院
内

L
2
9
8
‐
4
2
5
1
）で
、
平
日
夜
間
の
一
時

預
か
り
お
よ
び
平
日
の
宿
泊
を
伴
う
預
か
り
を

行
い
ま
す
。
保
育
所
等
へ
の
迎
え
も
可
能
で
す
。

改�

正
点
…
同
課
へ
の
事
前
申
請
が
不
要
と
な

り
、
施
設
へ
直
接
申
請
▼
利
用
料
は
直
接
施

設
に
支
払
い

改�

正
後
の
利
用
方
法
…
①
施
設
に
電
話
予
約
、

②
施
設
に
登
録
書（
年
1
回
）、
申
請
書
を
提

出
＊
登
録
書
・
申
請
書
等
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

＊
4
月
1
日
以
降
の
問
い
合
わ
せ
は
、
こ
ど
も

安
全
課
L
2
2
4
‐
5
8
2
1
で
す
。

4
月
1
日
か
ら
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
方
法
等
が
変
わ
り
ま
す

こ
ど
も
育
成
課
L
2
2
4
‐
5
7
2
4

市
民
課
L
2
2
4
‐
5
7
4
2

年
度
替
り
の
時
期
は
窓
口
が
大
変
混
み
あ
い
ま
す

　

3
月
中
旬
か
ら
4
月
上
旬
の
年
度
替
わ
り
の
時
期
は
、
転
入
や
転
出
な
ど
の
届
け

出
が
多
く
、
窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。
市
民
課
や
南
連
絡
所
は
、
待
ち
時
間
が
長

く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
住
民
票
や
戸
籍
に
関
す
る
届
け
出
は
、
お
近
く
の

出
張
所
や
連
絡
所
で
も
受
け
付
け
で
き
ま
す
。
出
張
所
や
連
絡
所
の
場
所
は
、
川
越

市
民
の
し
お
り
・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

＊
本
川
越
駅
証
明
セ
ン
タ
ー
で
は
、
証
明
書
の
発
行
の
み
受
け
付
け
で
き
ま
す
。
転

入
・
転
出
な
ど
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

第
2
・
第
4
土
曜
日
は
開
庁
し
て
い
ま
す

　

3
月
の
土
曜
開
庁
日
は
、
8
日
と
22
日
で
す
。

開
庁
時
間
…
午
前
8
時
30
分
～
正
午

開
庁
場
所
…
市
民
課（
本
庁
舎
1
階
）・
収
税
課（
本
庁
舎
2
階
）・
南
連
絡
所

開
庁
窓
口

取
り
扱
い
業
務

市
民
課

南
連
絡
所

住
民
異
動
に
関
す
る
届
け
出（
転
出
・
転
入
・
転
居
・
世
帯
変
更
な
ど
）、
戸

籍
に
関
す
る
届
け
出（
婚
姻
・
出
生
・
離
婚
・
死
亡
・
転
籍
な
ど
）、
印
鑑
登
録
、

市
民
カ
ー
ド
に
関
す
る
手
続
き
、
住
民
票
の
写
し
の
交
付
、
戸
籍
の
全
部
ま

た
は
個
人
事
項
証
明
書（
戸
籍
の
謄
本
ま
た
は
抄
本
）・
身
分
証
明
書
の
交
付
、

印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付

＊
戸
籍
の
届
け
出
や
住
民
異
動
届
の
受
け
付
け
な
ど
で
他
の
市
区
町
村
な
ど

に
問
い
合
わ
せ
が
必
要
な
場
合
は
、
当
日
の
証
明
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

＊
3
月
8
日
㈯
、
市
民
課
で
は
、
確
定
申
告
の
電
子
証
明
書
発
行
・
更
新
手

続
き
が
可
能
で
す
。

課
税
・
所
得
・
非
課
税
証
明
書
の
交
付

＊
営
業
証
明
書
の
取
り
扱
い
は
で
き
ま
せ
ん
。

納
税
証
明
書
の
交
付

固
定
資
産
税
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付

＊
住
宅
用
家
屋
証
明
書
、
固
定
資
産
家
屋
課
税
台
帳
登
録
証
明
書（
所
在
証

明
）の
取
り
扱
い
は
で
き
ま
せ
ん
。

収
税
課

市
税（
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
）の
納
付
、
納
税
証
明
書
の
交
付
、
納
付
書

の
再
発
行
、
納
税
相
談


